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自己株式の市場買受けに関するお知らせ 

（商法第２１１条ノ３第１項第２号の規定に基づく自己株式取得） 

 

記 

 
 当社は、平成１７年８月１０日開催の当社取締役会において、商法第２１１条の３第１

項第２号の規定に基づき、自己株式の買受けを行うことを決議いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 
 
1． 自己株式の買受けを行う理由 
経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を展開し、より効率的な資本戦略を実施し

ていくため、また、将来予測されるストックオプションの行使に伴う新株発行による

既存株主への株主価値の希薄化への対応として備えるため、自己株式の買受けを行う

ものです。 
 
２．買受けの内容 
  (１)買受けする株式の種類  当社普通株式 
  (２)買受けする株式の総数  ５００株（上限） 
                （発行済株式総数に対する割合１．１４％） 
   （注１）市場動向等によっては一部または全部の取引が行われない場合もあります。 
  (３)株式の買受け価額の総額  ３５，０００，０００円（上限） 
  (４)自己株式買受けの日程  平成１７年８月１１日から平成１７年９月３０日まで 

 

 

（ご参考） 

  平成１７年３月３１日時点の自己株式保有状況 

    発行済株式総数（自己株式を除く）   ４３，９４７株 

    自己株式                    ０株 

 

 以 上 


